
 

 

近畿管区警察局職員選考採用 

（係員級） 

 
近畿管区警察局では、かつて一般職の国家公務員として勤務していた方(現在在職中であって、令

和８年３月 31日までに退職予定の方を含みます。)を対象とした職員の募集を行います（人事院規則

８－12（職員の任免）（平成 21年人事院規則８－12）第 18 条第１項第２号の規定に基づく募集）。 

 

応募要領は以下のとおりです。 

 

１． 職務内容 

一般的な庶務業務、契約業務、物品管理業務等に従事する係員級職員として採用します。 

※採用後の異動により、上記以外の業務に従事することがあります。 

 

２． 応募資格 

次の①、②の要件の全てを満たす方 

① 高卒以上又はそれと同等以上の学力を有すること 

② かつて一般職の国家公務員として勤務(現在在職中であって、令和８年３月 31 日までに

退職予定の場合を含む。)した経験があること 

 

なお、一般職の国家公務員としての勤務経験が次のア、イ、ウに該当するもののみである場合はこ

れに該当しませんので、ご注意ください。 

ア 条件付任用期間中の勤務 

採用から６か月間（常勤の場合)の期間のことです。 

イ 臨時的任用に係る職員としての勤務 

人事異動通知書(いわゆる辞令)に「○○に臨時的に任用する。」と記載されている場合が

該当します。 

なお、任期付職員として採用された場合(人事異動通知書に「○○に採用する。任期は○○

年○月○○日までとする。」と記載されている場合)は臨時的任用ではありません。 

ウ 非常勤職員としての勤務 

 

※次のいずれかに該当する方は応募できませんので、ご了承ください。 

ア 日本国籍を有しない者 

イ 国家公務員法(昭和 22 年法律第 120 号)第 38 条の規定により国家公務員になることができな

い者 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者そ

の他その執行を受けることがなくなるまでの者 

・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を

結成し、又はこれに加入した者 



 

 

ウ 平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けている者 

工 採用予定時期までに国家公務員第 81 条の６に定める定年に達する者(令和８年度における定

年年齡は 62 歳) 

 

３．採用形態 

任期の定めのない常動の国家公務員（警察庁事務官）として採用 

※国家公務員法に基づく守秘義務や兼業制限が適用されます。 

 

４．採用予定人数 

１名 

 

５．採用時期 

令和８年４月１日 

 

６．勤務条件 

(1) 勤務地 

近畿管区警察局（大阪市）及び管区内各府県情報通信部（滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和

歌山各府県警察本部所在地） 

※初年度の配置は、和歌山県情報通信部（和歌山市）となります。 

(2) 給与月額 

一般職の職員の給与に関する法律(昭和 25 年法律第 95号。以下「給与法」という。)を適用し

ます。 

初任給：行政職俸給表（一）１級１号俸（195,800 円）～ 

学歴、職歴等に応じて決定します。 

(3) 諸手当 

地域手当、通動手当、超過動務手当、住居手当、扶養手当、期末・動勉手当等（給与法等に基

づき支給します。) 

(4) 勤務時間 

月曜日から金曜日の週５日勤務（１日７時間 45 分勤務）。但し、祝日法による休日及び年末年

始（12 月 29 日から１月３日）の休暇を除きます。 

近畿管区警察局和歌山県情報通信部 

９時 00 分から 17時 45 分（休憩時間：12 時 00 分から 13 時 00 分） 

※勤務地によって就業時間が異なります。 

(5) 休暇 

年 20 日の年次休暇(４月１日採用の場合、採用の年は 15 日付与され、20 日を限度として翌年

に繰り越されます。)のほか、病気休暇、特別休暇(夏季、結婚、出産、忌引、ボランティア等)

及び介護休暇等があります。 

ワーク・ライフ・バランス(仕事と家庭生活の両立) 支援制度として、育児休業制度等があり

ます。 



 

 

(6) 服務 

国家公務員法に定める服務規定や国家公務員倫理法(平成 11 年法律第 129 号) の規定の適用

されます。 

(7) 社会保険 

警察共済組合に加入します。 

(8) その他 

採用後、法令の定めにより、能力、適性及び勤務成績に基づいて、昇任、昇格、昇給等の対象

となります。 

 

７．選考日程 

(1) 一次選考：経歴評定、小論文試験 

応募時に提出いただいた履歴書、職務経歴書及び小論文により選考します。 

一次選考合格発表日：令和８年 1月下旬 

(2) ニ次選考：人物試験 

令和８年２月 10 日（火）に実施します。（詳細は一次選考合格者に個別にご連絡します。） 

(3) 最終合格発表日：令和８年２月下旬（予定） 

 

８．応募方法 

(1) 申込期限：令和８年１月９日（金）から令和８年１月 23 日（金）まで 

        電話申込みとし、申込み人数が 10人になれば申込みを締切ります。先着基準につ

いては電話受付日時とします。 

(2) 提出書類 

① 履歴書（様式自由、写真貼付、電話番号記載） 

② 職務経歴書（様式自由、一般職の国家公務員として勤務していた経歴については、常動・

非常動の別、任期の有無（有の場合はその間も記載。有でかつ臨時的任用の場合はその旨も

記載。）、勤務先及び職務内容を必ず記載してください。） 

③ 小論文(様式自由) 

テーマ：「これまでの一般職の国家公務員としての職務経験における取組と成果（直面した

困難と克服策等）」を具体的に 800 字～1200 字程度で記述してください。 

※１ 上記①～③の応募書類を申込期限までに下記書類提出先へ必着してください。 

・郵送による書類の送付に当たっては、封筒に「係員級職員応募書類在中」と朱書

きしてください。 

※２ 一次選考を通過された方は、ニ次選考の当日に、かつて一般職の国家公務員として

勤務していたことを証明する書類（採用及び辞職時等の人事異動通知書の写しなど。

条件付任用期間（採用から６か月）経過後も引き続き勤務していたことが証明できる

ものであれば結構です。）を提出していただきますので予め準備しておいてください。 

提出されなかった場合は、応募資格を満たしていないものとして取り扱います。 

(3) その他：応募の秘密については厳守します. 

応募書類の返却はいたしませんので、予めご了承ください。 



 

 

また、採用されることとなった方には、原則として各自で健康診断を受診し、採用前

にその結果を提出していただきます。 

書類提出先 

〒540-0008 

大阪市中央区大手前３丁目１番 41号 

近畿管区警察局総務監察部 

警務課人事係あて 

問い合わせ先 

近畿管区警察局総務監察部警務課人事係 

電話：06-6944-1234（内線 2632・2633） 

※問い合わせの受付時間は 

平日 10 時 00 分から 16 時 00 分まで

となります。 


